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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第９期

第３四半期連結
累計期間

第10期
第３四半期連結

累計期間
第９期

会計期間

自平成24年
３月１日

至平成24年
11月30日

自平成25年
３月１日

至平成25年
11月30日

自平成24年
３月１日

至平成25年
２月28日

売上高（千円） 4,927,020 5,722,044 6,615,454

経常利益（千円） 324,294 164,579 365,742

四半期純利益又は四半期（当期）純損失(△)（千円） △23,443 66,384 △84,708

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△23,604 72,716 △81,176

純資産額（千円） 3,036,485 3,099,576 2,989,043

総資産額（千円） 3,649,336 4,109,394 3,707,031

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期（当期）純損失

金額(△)（円）
△3.02 8.49 △10.91

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － 8.19 －

自己資本比率（％） 82.1 74.1 79.5

　

回次
第９期

第３四半期連結
会計期間

第10期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成24年
９月１日

至平成24年
11月30日

自平成25年
９月１日

至平成25年
11月30日

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)

（円）
12.81 △11.93

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．第９期第３四半期連結累計期間及び第９期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

　　　　４．当社は平成25年７月29日開催の取締役会決議により、平成25年９月１日を効力発生日として、普通株式１株

を100株に分割し、１単元の株式数を100株とする単元株制度を採用致しました。

　　　　　　これに伴い、前連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額又は１株

当たり四半期（当期）純損失金額を算定しております。　

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社の異動は次のとおりであります。

　

　当社は、平成25年４月24日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の100％子会社である株式会社カメリ

アシステム（東京都千代田区、資本金15,000千円、代表取締役 椿 宏太郎）を消滅会社として吸収合併することを決

議し、同日付けで締結された合併契約に基づき平成25年６月１日付けで合併いたしました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況 

当第３四半期連結累計期間（自平成25年３月１日 至平成25年11月30日）における日本経済は、大企業を中心とした企

業収益の改善、個人消費の持ち直し等により、ゆるやかな回復がみられ、11月には東京株式市場で日経平均株価が１万５

千円台を記録する等、景気浮揚の観測が強まりつつあります。

携帯電話市場においては、スマートフォンの普及率が５割に迫る勢いで、完全にマジョリティ層への浸透段階に移行

しつつあります。９月には、AppleからiPhoneの新機種iPhone5s、5cが発売され、NTTドコモが新規に取り扱いを開始しま

した。これにより、ソフトバンク、KDDIとともに、３キャリアが同様の製品を販売することになり、通信キャリアの差別

化は、益々、ユーザー向けサービスの強化が焦点になってくるものと思われます。また、各キャリアサービスに加え、ス

マートフォンならではの、オープン環境を前提とした新しいサービス、コンテンツが次々と出てきており、「LINE」や

「パズル＆ドラゴンズ」など膨大なユーザーを獲得するものも出現してきております。

このような状況の中で、当社グループでは、法人におけるスマートフォンのマーケティング活用や業務活用に向けた

プロダクト＆サービス展開の強化（「Passbook」対応サービス『neoPass』や「クラウドアドレス帳サービス」の展

開）、新規コンテンツジャンル開拓の推進（スタンプコンテンツやキッズコンテンツの展開）、新しいキャリア向けライ

センス事業への取り組み（着信アプリ『キャラコールエンジン』のライセンス提供）など、スマートフォン向けの新しい

事業展開を積極的に推進しております。また、iPhone取扱い３キャリアへの拡大に対応し、iPhone向けソリューションの

拡充、キャラクターやヘルスケア等の自社サービスのiPhone拡張等、iPhone事業の強化にも積極的に取り組んでおりま

す。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,722,044千円（前年同期比16.1％増）となりました。

なお、利益につきましては、ソリューション事業において、当第３四半期に大型の不採算プロジェクトが発生したた

め、売上計上された当該プロジェクトについて損失等を計上するとともに、今後見込まれる損失も工事損失引当金とし

て、併せて計上いたしました。この影響により、第３四半期連結累計期間の営業利益は149,558千円（前年同期比50.8％

減）、経常利益は164,579千円（前年同期比49.3％減）、純利益は66,384千円（前年同期は23,443千円の純損失）となり

ました。

　

　事業別の動向については、以下のとおりです。

　

＜ソリューション事業＞

当第３四半期連結累計期間におけるソリューション事業の売上高は3,359,990千円（前年同期比16.1％増）となりまし

た。

ソリューション事業においては、NTTドコモが提供しているスマートフォン向け写真保存、写真整理、写真共有サービ

ス「フォトコレクション」のiPhone向けサービスの開発を支援するなど、キャリアのiPhone向けサービスに積極的にソ

リューション展開をしております。また、スマートフォンの新しいOS「Tizen」については、「Tizen」の普及と発展に寄

与するため、「Tizen Association」にパートナー企業として加盟するなど、引き続き積極的に展開しております。法人

向けソリューションにおいても、引き続きスマートフォン、タブレットの普及、需要に対応したソリューションの推進を

図っております。

　

＜プロダクト＆サービス事業＞

当第３四半期連結累計期間におけるプロダクト＆サービス事業の売上高は2,362,054千円（前年同期比16.2％増）とな

りました。

プロダクト＆サービス事業においては、キャラクターサービス『カスタモ』やヘルスケアサービス『Karada

Manager』をNTTドコモのiPhone展開に対応するなど、iPhone向けサービスへの拡張を積極的に展開しております。また、

着信時に人気キャラクターやリッチな映像、着信音などが楽しめる『キャラコール』やNTTドコモの子育て家族向け知育

サービス「ｄキッズ」など、今までになかった新たなプラットフォームやコンテンツ提供への取り組みを強化しておりま

す。さらに、クラウドを活用してアドレスを共有できる『SMARTアドレス帳』やクーポン、チケット、会員証など幅広い

用途で利用できる「Passbook」対応サービス『neoPass』など、スマートフォンを法人におけるマーケティングや業務

等、リアルのシーンで活用するためのプロダクト＆サービスにも新たに取り組んでおります。
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※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名等は、すべて各社の商標または登録商標です。
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（2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。 

 

（3）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は11,423千円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

EDINET提出書類

ネオス株式会社(E20385)

四半期報告書

 5/23



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年１月10日）

（注）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,862,100 8,008,300
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数100株

計 7,862,100 8,008,300 － －

（注）１．普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

　　　２．「提出日現在発行数」欄には、平成26年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使に

より発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。　

（第18回新株予約権（第三者割当て））　

決議年月日 平成25年11月８日

新株予約権の数（個）　 12,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,200,000（注）２．

新株予約権の行使時の払込金額（円）
当初行使価額１株あたり1,530円

(注) ３．(注) ４．

新株予約権の行使期間
自　平成25年11月27日

至　平成26年11月26日　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　
（注）５．

新株予約権の行使の条件　 　新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項　 　取締役会の承認を必要とする。　

代用払込みに関する事項　 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項　
－

（注）１．本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

　　　２．本新株予約権の目的となる株式の数

　　　(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,200,000株とする（本新株予

約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という。）は100株とする。）。ただ

し、以下第(２)号乃至第(４)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的で

ある株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

　　　(２) 当社が以下４．の規定に従って行使価額（以下に定義する。）の調整を行う場合には、割当株式

数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。な

お、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、以下４．に定める調整前行使価

額及び調整後行使価額とする。
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調整後割当株式数 ＝　
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額　

　

(３) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る以下４．第(２)号、第(５)号及び第(６)号に

よる行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(４) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新

株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及

びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、以下４．第(２)号⑤に定める場合

その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかに

これを行う。

　　　３．行使価額の修正

　　　　　　本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）の直前取引日の東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）

の90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、

当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当

該修正日以降、当該修正日価額に修正される。ただし、修正日にかかる修正後の行使価額が1,071

円（以下「下限行使価額」といい、以下４．の規定を準用して調整される。）を下回ることとな

る場合には行使価額は下限行使価額とする。

　本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使

の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知する。
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　　　４．行使価額の調整

　　　 (１) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、以下第(２)号に掲げる各事由により当社の普通株式数

に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額

調整式」という。）をもって行使価額を調整する。
　 

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

既発行

株式数
＋

新発行・

処分株式数
×

１株あたりの

払込金額

時価

既発行株式数　＋　新発行・処分株式数
　

　　　(２) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、

次に定めるところによる。

① 以下第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（ただし、新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株

式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する

場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

　調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償

割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当

てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

　調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 以下第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取

得請求権付株式又は以下第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

（ただし、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第

８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場

合を除く。）

　調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初

の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新

株予約権の場合は割当日)以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。ただ

し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを

適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）の取得と引換えに以下第(４)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を

交付する場合

　　　　　　調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総

会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、

調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該

基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対し

ては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
　

株式数 ＝　
（調整前行使価額　－　調整後行使価額） ×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
　　　　
　　　　　　この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

　　　(３) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にと

どまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が

発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使

価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
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　　　(４)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日

目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値の

ない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日

の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社

普通株式を控除した数とする。また、上記第(２)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新

発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式

数を含まないものとする。

　　　(５) 上記第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新

株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする

とき。

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整

を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

　　　(６) 上記第(２)号の規定にかかわらず、上記第(２)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日

が以下６．第（２）号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額

の調整を行う。

　　　(７) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予

約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及び

その適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記第(２)号⑤に定める場合その

他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこ

れを行う。

　　　５．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は次のとおりであ

ります。

　　　　　　本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求にかかる各本新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求にかかる各本新株予約権の払

込金額の総額を加えた額を、新株予約権の行使により発行される株式の数で除した額とする。

　資本組入額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に

0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とす

る。

　　　６．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は次のとおりであります。

　　　(１)　本新株予約権の目的となる株式の総数は1,200,000株、割当株式数は本新株予約権１個当たり

100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、

上記２．に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額

が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

　　　(２)　行使価額の修正基準：本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直

前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、

その直前の終値)の90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」

という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、行

使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。

　　　(３)　行使価額の修正頻度：行使の際に上記第(２)号に記載の条件に該当する都度、修正される。

　　　(４)　行使価額の下限：修正日にかかる修正後の行使価額が1,071円(以下「下限行使価額」といい、

上記４．の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額と

する。

　　　(５)　割当株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は1,200,000株（平成25年10月31日現

在の普通株式の発行済株式総数の15.26％）、割当株式数は本新株予約権１個当たり100株で確定

している。
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　　　(６)　本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(上記(４)に記載の行使価額の下限に

て本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額)：1,302,000,000円(ただし、本新株予約権

は行使されない可能性がある。)

　　　(７)　本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が

設けられている。

　　　　　① 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期

日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定

める取得日に、本新株予約権１個当り1,400円の価額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有

する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その

他の合理的な方法により行うものとする。

② 当社は、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総

会で承認決議した場合は、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定め

る取得日に、本新株予約権１個当り1,400円の価額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有す

る本新株予約権の全部を取得する。

　　　７．本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結した取決め

の内容

　　　　　　当社が割当先(メリルリンチ日本証券株式会社)と締結した第三者割当て契約には以下の内容の

コミットメント条項が含まれます。

　　　(１)　当社は、次項の規定に従い割当日以降に割当先に対し通知書(以下「行使指定通知書」とい

う。)を交付することにより、以下第(３)号に定める行使必要期間中に行使すべき本新株予約権の

数(以下「行使必要新株予約権数」という。)を指定(以下「行使指定」という。)することができ

る。割当先は、当社から行使指定通知書を受領した場合、これに係る行使必要期間内に、これに

係る行使必要新株予約権数の本新株予約権の全部を行使するものとする。ただし、かかる本新株

予約権の行使は、これを一括して又は数回に分けて行うことができる。

　　　(２)　当社は何度でも行使指定を行うことができるが、各行使指定に係る行使必要新株予約権数は、

以下に記載する各算式で算出される数のうち、最も少ない数を超えないものとする。また、いず

れかの行使必要期間中に(当該行使必要期間に係る行使必要新株予約権数の全部について行使が完

了しているか否かを問わず)新たな行使指定を行ってはならない。

①　当該行使指定に係る行使指定通知書を交付した日(以下「指定書交付日」という。)の前日ま

で(同日を含む。)の１ヶ月間における当社普通株式の１日当たり平均出来高数(１株未満を四捨五

入する。)に３を乗じて得られる株数を本新株予約権１個当たりの割当株式数で除して得られる数

(１個未満は切り捨てる。)。

②　指定書交付日の前日まで(同日を含む。)の３ヶ月間における当社普通株式の１日当たり平均

出来高数(１株未満を四捨五入する。)に３を乗じて得られる株数を本新株予約権１個当たりの割

当株式数で除して得られる数(１個未満は切り捨てる。)。

③　当該行使指定に係る行使指定通知書交付の時点の直前に未行使であった本新株予約権の個数

から当該時点において停止指定の対象となっている本新株予約権の総数を差し引いた数。

　　　(３)　各行使必要期間は、当社が割当先に対し行使指定通知書を交付した日の翌日(当日を含む。)か

ら20取引日の期間とし、いずれの行使必要期間も行使請求期間内に開始しかつ終了しなければな

らない。

　　　(４)　当社は、以下の各号に定める事項がすべて充足されていなければ、割当先に対し行使指定通知

書を交付してはならない。

① 当該行使指定通知書の交付の時の直前における当社普通株式の東京証券取引所における普通取

引の終値(以下「終値」という。)が下限行使価額(ただし、同項により調整される。)の120％に相

当する金額以上であること。

② 当該行使指定通知書の交付の時点において、当社又はその子会社に関する未公表の事実であっ

て、それが公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれのある事実(金融商品取引法

第166条第２項及び第167条第２項に定める事実を含むがこれに限られない。)がないこと。
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　　　８．当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

　　　　　　該当事項はありません。

　　　９．当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内

容

　　　　　　該当事項はありません。

　　　10．その他投資者の保護を図るため必要な事項

　　　　　　該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年９月１日～ 

平成25年11月30日
－ 7,862,100 － 978,931 － 968,931

（注）平成25年12月１日から平成25年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が146,200株、資

本金及び資本準備金がそれぞれ76,801千円増加しております。

 

（６）【大株主の状況】

　 　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  7,862,100 78,621 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 7,862,100 － －

総株主の議決権 － 78,621 －

　

②【自己株式等】

　 該当事項はありません。　

　

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の移動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役執行役員事業戦略部長 取締役執行役員事業戦略室長 槇尾 茂樹 平成25年６月１日

取締役執行役員経理財務担当 取締役執行役員経理部長 黒尾 哲雄 平成25年６月１日

取締役執行役員管理部長 取締役執行役員総務部長 髙橋 由紀子 平成25年６月１日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年９月１日から平

成25年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年３月１日から平成25年11月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,033,298 1,594,625

受取手形及び売掛金 1,022,552 930,239

仕掛品 103,458 45,138

その他 384,301 347,596

貸倒引当金 － △10,126

流動資産合計 2,543,611 2,907,473

固定資産

有形固定資産 163,297 149,285

無形固定資産

のれん 135,052 100,100

ソフトウエア 339,802 373,139

その他 59,830 122,149

無形固定資産合計 534,685 595,390

投資その他の資産

その他 468,949 488,056

貸倒引当金 △3,512 △30,812

投資その他の資産合計 465,437 457,244

固定資産合計 1,163,420 1,201,920

資産合計 3,707,031 4,109,394

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 280,438 259,719

未払法人税等 2,332 75,712

賞与引当金 196,828 221,394

ポイント引当金 5,796 5,202

工事損失引当金 － 95,680

その他 195,339 314,001

流動負債合計 680,735 971,710

固定負債

資産除去債務 37,253 38,107

固定負債合計 37,253 38,107

負債合計 717,988 1,009,818
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年11月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 950,148 978,931

資本剰余金 940,148 968,931

利益剰余金 1,056,280 1,087,705

株主資本合計 2,946,577 3,035,568

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △6 8,879

その他の包括利益累計額合計 △6 8,879

新株予約権 39,702 52,782

少数株主持分 2,769 2,345

純資産合計 2,989,043 3,099,576

負債純資産合計 3,707,031 4,109,394
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年３月１日
　至　平成24年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

売上高 4,927,020 5,722,044

売上原価 3,443,206 4,136,016

売上総利益 1,483,813 1,586,028

販売費及び一般管理費 1,179,897 1,436,469

営業利益 303,916 149,558

営業外収益

為替差益 6,695 12,648

その他 14,616 8,608

営業外収益合計 21,312 21,256

営業外費用

新株予約権発行費 782 5,167

その他 152 1,068

営業外費用合計 934 6,235

経常利益 324,294 164,579

特別損失

投資有価証券評価損 2,999 －

減損損失 347,727 －

持分変動損失 15,341 －

合併関連費用 15,145 －

特別損失合計 381,214 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△56,920 164,579

法人税、住民税及び事業税 60,691 86,353

法人税等調整額 △95,346 14,396

法人税等合計 △34,655 100,749

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△22,265 63,829

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,178 △2,554

四半期純利益又は四半期純損失（△） △23,443 66,384
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年３月１日
　至　平成24年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△22,265 63,829

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,338 8,886

その他の包括利益合計 △1,338 8,886

四半期包括利益 △23,604 72,716

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △24,782 75,270

少数株主に係る四半期包括利益 1,178 △2,554
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　第１四半期連結会計期間より、新たに設立したネマステックジャパン株式会社を連結の範囲に含めております。

また、第２四半期連結会計期間より、株式会社カメリアシステムは当社を存続会社とする吸収合併を行ったため、

連結の範囲から除外しております。　
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。 

　

　　前第３四半期連結累計期間

　　（自　平成24年３月１日

　　　至　平成24年11月30日)　

　　当第３四半期連結累計期間

　　（自　平成25年３月１日

　　　至　平成25年11月30日)　

　　　　減価償却費

　　　　のれんの償却額　

　　　　　　　　 　284,063千円

 　　　　　　　　　35,395千円　

　　　　　　　　  　231,546千円

 　　　　　　　　　 35,451千円　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年３月１日　至　平成24年11月30日）

 配当金支払額 

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年４月９日

取締役会
普通株式 34,929 450 平成24年２月29日 平成24年５月30日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年３月１日　至　平成25年11月30日）

 配当金支払額 

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年４月９日

取締役会
普通株式 34,959 450 平成25年２月28日 平成25年５月30日 利益剰余金

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成24年３月１日　至　平成24年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成25年３月１日　至　平成25年11月30日）

当社グループは、情報サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

（金融商品関係）

　記載すべき重要な事項はありません。  

 

（有価証券関係）

　　　　記載すべき重要な事項はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

  該当事項はありません。 
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成24年３月１日
至　平成24年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年３月１日
至　平成25年11月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

　　半期純損失金額（△）
△3円2銭 8円49銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△23,443 66,384

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
△23,443 66,384

普通株式の期中平均株式数（株） 7,762,942 7,812,012

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 8円19銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 291,460

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

　（注）１．前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　２．当社は平成25年７月29日開催の取締役会決議により、平成25年９月１日を効力発生日として、普通株式１株

を100株に分割し、１単元の株式数を100株とする単元株制度を採用致しました。

これに伴い、前連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額又は１株

当たり四半期純損失金額を算定しております。　

　

（重要な後発事象）

　当第３四半期連結会計期間終了後、平成26年１月９日までの間に第18回新株予約権（第三者割当て）の権利行使

があり、その概要は以下のとおりであります。

　

（1）新株予約権の名称　　　　　　第18回新株予約権（第三者割当て）

　

（2）発行株式の種類及び株式数　　普通株式　220,000株

　

（3）増加した資本金　　　　　　　151,950千円

　

（4）増加した資本準備金　　　　　151,950千円
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２【その他】

　該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成２６年１月９日

ネオス株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  原　　勝彦　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  由良　知久　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているネオス株式会

社の平成２５年３月１日から平成２６年２月２８日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２５年９月１日

から平成２５年１１月３０日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２５年３月１日から平成２５年１１月３０日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書

及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ネオス株式会社及び連結子会社の平成２５年１１月３０日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。
　
強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、当第３四半期連結会計期間終了後、第18回新株予約権（第三者割当て）につ

いて権利行使がなされている。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。　
　
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　以　上
　
　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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